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注
意
事
項

 
こ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
は
「
小
説
家
に
な
ろ
う
」
で
掲
載
中
の
小
説
を
「
タ

テ
書
き
小
説
ネ
ッ
ト
」
の
シ
ス
テ
ム
が
自
動
的
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
さ
せ
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
小
説
の
著
作
権
は
小
説
の
作
者
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
作
者
ま
た

は
「
小
説
家
に
な
ろ
う
」
お
よ
び
「
タ
テ
書
き
小
説
ネ
ッ
ト
」
を
運
営
す
る
ヒ

ナ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
無
断
で
こ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
及
び
小
説
を
、
引
用
の
範

囲
を
超
え
る
形
で
転
載
、
改
変
、
再
配
布
、
販
売
す
る
こ
と
を
一
切
禁
止
致
し

ま
す
。
小
説
の
紹
介
や
個
人
用
途
で
の
印
刷
お
よ
び
保
存
は
ご
自
由
に
ど
う
ぞ
。

【
小
説
タ
イ
ト
ル
】

　
異
世
界
ラ
イ
フ
は
さ
ぁ
大
変
　
【
設
定
】

【
Ｎ
コ
ー
ド
】

　
Ｎ
６
２
３
７
Ｔ

【
作
者
名
】

　
楽
阿

【
あ
ら
す
じ
】

　
本
編
及
び
番
外
編
の
設
定
と
人
物
紹
介
で
す
。

不
定
期
更
新
（
登
場
人
物
が
増
え
た
り
し
た
ら
）
し
て
い
く
予
定
で
す
。
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設
定
集
?
（
前
書
き
）

作
者
が
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

突
然
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
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設
定
集
?

行
政
府
：

宰
　
相
）
宰
相
補
佐
官
・
政
務
官
・
書
記
官

文
務
卿
）
各
庁
長
官
・
副
長
官
・
政
務
官
・
書
記
官
・
各
局
長
・
局
長
補
佐
官
・

小
学
員
・
大
学
員
・

　
　
　
　
最
果
て
の
賢
者

法
務
卿
）
各
庁
長
官
・
副
長
官
・
政
務
官
・
書
記
官
・
各
局
長
・
局
長
補
佐
官
・

裁
判
官
・
刑
務
官

衛
生
卿
）
各
庁
長
官
・
副
長
官
・
政
務
官
・
書
記
官
・
各
局
長
・
局
長
補
佐
官
・

各
課
長
・
課
長

　
　
　
　
補
佐
官

産
務
卿
）
各
庁
長
官
・
副
長
官
・
政
務
官
・
書
記
官
・
各
局
長
・
局
長
補
佐
官
・

ギ
ル
ド
マ
ス
タ
ー

内
務
卿
）
各
庁
長
官
・
副
長
官
・
政
務
官
・
書
記
官
・
各
局
長
・
局
長
補
佐
官
・

自
治
官

外
務
卿
）
各
庁
長
官
・
副
長
官
・
政
務
官
・
書
記
官
・
各
局
長
・
局
長
補
佐
官
・

各
国
大
使
・
副
大
使

軍
務
卿
）
統
合
幕
僚
庁
長
官
・
副
官
・
各
幕
僚
幹
部
局
長
（
元
帥
）
・
情
報
本

部
局
長
・
局
長
補
佐
官
・

　
　
　
　
政
務
官
・
書
記
官
・
伝
令
官

　
　
　
　
※
行
政
官
は
大
学
院
を
卒
業
し
た
青
年
以
上
が
な
る
事
が
で
き
る
。

リ
ュ
ニ
ヴ
ェ
ル
ィ
シ
ア

　
　
　
　
※
自
治
官
は
小
学
院
卒
業
し
、
各
領
地
の
領
主
の
推
薦
が
あ
る

ハ
ル
デ
ィ
ン
フ
ァ
ン
シ
ア

　
　
　
　
　
場
合
に
の
み
任
命
制
と
な
る
が
、
通
常
は
大
学
院
卒
業
が
望
ま
し

い
。

　
　
　
　
※
果
て
の
学
舎
は
行
政
上
、
文
務
省
が
管
轄
し
て

リ
ュ
ネ
ン
デ
ィ
ス
・
ト
ゥ
ー
レ
シ
ア

　
　
　
　
　
い
る
が
、
治
外
法
権
が
認
め
ら
れ
、
い
か
な
る
権
力
も
行
使
で
き
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な
い
。

　
　
　
　
※
各
国
大
使
は
任
命
さ
れ
る
と
３
年
の
期
間
を
一
期
と
し
て
区
切
り
、

任
地
へ
の
派
遣
が
決
定

　
　
　
　
　
す
る
。

　
　
　
　
※
大
使
が
同
一
任
地
に
い
る
事
が
で
き
る
の
は
通
常
５
期
の
み
。
特

例
で
６
期
ま
で
可
能
。

　
　
　
　
※
各
ギ
ル
ド
長
は
本
人
の
不
正
が
発
見
す
れ
ば
、
永
久
ギ
ル
ド
資
格

剥
奪
及
び
、
主
要
都
市
へ

　
　
　
　
　
の
移
住
権
剥
奪
、
資
産
没
収
さ
れ
る
。

近
衛
隊
：

近
衛
隊
隊
長
・
副
隊
長
・
書
記
官
・
伝
令
官

　
　
　
　
※
近
衛
隊
士
は
騎
士
叙
勲
式
を
済
ま
せ
た
士
爵
位
（
Ｒ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
・

リ
ッ
タ
ー
）
以
上
の
爵
位
を
持
ち
、

　
　
　
　
　
各
幕
僚
幹
部
局
の
佐
官
（
Ｍ
ａ
ｊ
ｏ
ｒ
（
陸
）
・
Ｌ
ｉ
ｅ
ｕ
ｔ
ｅ

ｎ
ａ
ｎ
ｔ
（
海
）
・
Ｓ
ｑ
ｕ
ａ
ｄ
ｒ
ｏ
ｎ
 

Ｌ
ｅ
ａ
ｄ
ｅ
ｒ

　
　
　
　
　
（
空
）
：
少
佐
～
）
を
経
験
し
た
青
年
（
～
４
５
歳
ま
で
）
が
な

る
事
が
で
き
る
。

　
　
　
　
※
騎
士
に
な
る
た
め
に
は
騎
士
養
成
所
へ
入
り
、
成
人
の
儀
（
１
８

歳
）
を
経
て
、
騎
士
叙
勲
式
を

　
　
　
　
　
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
※
騎
士
養
成
所
の
入
所
条
件
は
１
２
～
１
８
歳
ま
で
の
小
学
院
卒
業

者
で
、
健
康
体
で
あ
り
、
貴
族
・

　
　
　
　
　
商
人
・
各
村
の
長
の
子
息
（
養
子
含
む
）
で
あ
る
事
。

　
　
　
　
※
養
成
所
の
修
練
期
間
は
最
短
２
年
で
あ
る
が
、
成
人
の
儀
が
済
む

ま
で
は
叙
勲
式
が
受
け
ら
れ
な
い

　
　
　
　
　
た
め
、
従
騎
士
扱
い
と
な
る
。

　
　
　
　
※
騎
士
位
取
得
時
に
准
尉
（
Ｗ
ａ
ｒ
ｒ
ａ
ｎ
ｔ
 

Ｏ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ
ｒ
）
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に
な
る
た
め
、
平
穏
時
に
推
薦
状
を
持
ち
、

　
　
　
　
　
各
期
（
３
ヶ
月
に
１
回
）
の
昇
級
試
験
（
筆
記
・
実
技
・
面
接
）

に
合
格
す
れ
ば
平
均
で
２
～

　
　
　
　
　
４
年
で
佐
官
ク
ラ
ス
入
り
で
き
る
。
（
＝
最
少
年
佐
官
入
り
は
１

９
歳
）

　
　
　
　
※
玄
武
：
黒
旗
に
水
を
表
す
　
水
属
性
が
多
く
、
補
助
、
攻
撃
に
優

れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
氷
の
矢
、
水
盾
な
ど

　
　
　
　
※
朱
雀
：
紅
旗
に
炎
を
表
す
　
炎
属
性
が
多
く
、
攻
撃
、
退
魔
に
優

れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
炎
槍
、
浄
化
の
灯
な
ど

　
　
　
　
※
白
虎
：
白
旗
に
金
を
表
す
　
金
属
性
が
多
く
、
補
助
、
作
成
に
優

れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
戒
め
の
鎖
、
創
具
な
ど

　
　
　
　
※
青
龍
：
蒼
旗
に
樹
を
表
す
　
樹
属
性
が
多
く
、
補
助
、
治
癒
に
優

れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
体
力
補
助
、
癒
し
の
木
陰
な
ど

　
　
　
　
※
黄
麒
：
黄
旗
に
地
を
表
す
　
地
属
性
が
多
く
、
全
体
攻
撃
、
治
癒

に
優
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
大
地
震
、
安
ら
か
な
る
眠
り
な
ど

教
皇
庁
：

司
教
院
）
大
司
教
（
教
皇
）
・
小
司
教
・
神
官
・
神
護
兵
・
審
問
官
・
巫
子

法
典
院
）
枢
機
卿
（
５
人
）

　
　
　
　
※
大
司
教
は
司
教
院
で
１
０
年
以
上
、
司
教
を
勤
め
、
皇
王
の
任
命

が
必
要
。

　
　
　
　
※
神
護
兵
は
神
学
院
卒
業
し
、
１
年
以
上
の
軍
隊
経
験
者
（
幼
兵
学

校
）
が
な
る
事
が
で
き
る
。
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※
枢
機
卿
は
通
常
時
、
法
典
の
管
理
を
行
い
、
大
司
教
が
暴
走
し
た

際
は
、
４
人
以
上
の
同
一

　
　
　
　
　
意
見
で
大
司
教
を
止
め
る
事
が
で
き
る
。

　
　
　
　
※
査
問
官
は
５
年
間
を
期
限
に
小
司
教
の
中
か
ら
皇
王
の
任
命
で
決

定
す
る
。

　
　
　
　
※
巫
女
（
巫
師
）
は
皇
族
出
身
の
子
供
が
勤
め
、
結
婚
・
出
産
を
す

る
際
に
代
替
わ
り
す
る
。

　
　
　
　
※
巫
女
（
巫
師
）
は
結
婚
を
す
る
ま
で
は
性
行
為
を
禁
じ
ら
れ
る
が
、

恋
愛
に
関
し
て
は
許
可

　
　
　
　
　
さ
れ
て
い
る
。
（
＝
結
婚
相
手
が
見
つ
か
っ
て
、
次
代
が
い
れ
ば

い
つ
で
も
代
替
わ
り
可
能
）
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設
定
集
?

季
節
：

地
の
月
：

ゲ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
 

１
月

ヤ
ー
ヌ
ア
ー
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
 

２
月

フ
ェ
ブ
ル
ア
ー
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
 

３
月

マ
ル
テ
ィ
ウ
ス

水
の
月
：

ヒ
ュ
ド
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
 

４
月

ア
プ
リ
ィ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
 

５
月

マ
ー
イ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
 

６
月

ユ
ー
ニ
ウ
ス

火
の
月
：

プ
ロ
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
 

７
月

ユ
ー
リ
ウ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
 

８
月

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
 

９
月

セ
プ
テ
ン
ヴ
ル

風
の
月
：

ア
ネ
モ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
 

１
０
月

オ
ク
ト
ー
ヴ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
 

１
１
月

ノ
ウ
ェ
ン
ヴ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
 

１
２
月

デ
ケ
ン
ヴ
ル

満
ち
月
：
５
日
（
風
と
地
の
月
の
間
に
あ
る
祝
日
）

パ
ン
セ
レ
ー
ノ
ン

　
　
　
一
年
は
１
２
ヶ
月
＋
祝
日
（
５
日
）
の
あ
わ
せ
て
３
６
５
日

　
　
　
１
ヶ
月
は
３
０
日

　
　
　
始
の
日
か
ら
始
ま
り
、

ゼ
ー
ル
ゥ
オ

　
　
　
日
曜
日

ソ
ー
リ
ス

　
　
　
月
曜
日

ル
ー
ナ
エ

　
　
　
火
曜
日

マ
ル
テ
ィ
ス

　
　
　
水
曜
日

メ
ル
ク
ル
ィ
ー

　
　
　
木
曜
日

ヨ
ウ
ィ
ス
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金
曜
日

ウ
ェ
ネ
リ
ス

　
　
　
土
曜
日

サ
ト
ゥ
ル
ー
ニ
ー

　
　
　
終
の
日
で
終
わ
る

ミ
デ
ン

　
　
　
日
曜
～
土
曜
は
４
回
繰
り
返
す
た
め

　
　
　
１
週

ウ
ー
ヌ
ム

　
　
　
２
週

デ
オ

　
　
　
３
週

ト
リ
ア

　
　
　
４
週
を
つ
け
る

テ
タ
ラ

　
　
　
始
の
日
と
終
の
日
は
祝
日
で
あ
ま
り
何
も
し
な
い
こ
と
が
多
い

　
　
　
例
）
１
月
２
５
日
　
＝
　
ヤ
ー
ヌ
ア
ー
リ
ス
・
ゲ
ー
・
テ
タ
ラ
・
マ
ル

テ
ィ
ス
（
地
の
１
月
・

　
　
　
　
　
火
曜
の
四
週
目
）
ゲ
ー
は
言
わ
な
い
事
も
あ
る
（
地
水
火
風
は
言

わ
な
く
て
も
分
か
る
）

時
間
：
１
日
＝
１
２
刻

　
　
　
１
刻
＝
２
時
間
　
半
刻
＝
１
時
間

硬
貨
：
金
額
が
大
き
い
ほ
う
か
ら

　
　
　
晶
貨

ペ
ー
ク
シ
ス

　
　
　
金
貨

ク
リ
ュ
ー
ソ
ス

　
　
　
銀
貨

ア
ル
ギ
ュ
ロ
ス

　
　
　
銅
貨

カ
ル
コ
ス

　
　
　
そ
れ
ぞ
れ
１
０
０
枚
で
次
の
貨
幣
一
枚
と
同
等
価
値

　
　
　
銅
貨
：
１
枚
＝
１
０
円

　
　
　
　
　
：
１
０
枚
＝
１
０
０
円

　
　
　
　
　
：
１
０
０
枚
＝
１
０
０
０
円

　
　
　
銀
貨
：
１
枚
＝
１
０
０
０
円

　
　
　
　
　
：
１
０
枚
＝
１
０
０
０
０
円
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：
１
０
０
枚
＝
１
０
０
０
０
０
円

　
　
　
金
貨
：
１
枚
＝
１
０
０
０
０
０
円

　
　
　
　
　
：
１
０
枚
＝
１
０
０
０
０
０
０
円

　
　
　
　
　
：
１
０
０
枚
＝
１
０
０
０
０
０
０
０
円

　
　
　
晶
貨
：
１
枚
＝
１
０
０
０
０
０
０
０
円

　
　
　
家
一
軒
は
５
０
～
１
５
０
金
貨
（
平
均
し
て
１
晶
貨
）
で
す
。

ク
リ
ュ
ー
ソ
ス

ペ
ー
ク
シ
ス

　
　
　
家
は
１
戸
建
て
と
集
合
住
宅
ワ
ン
ル
ー
ム
が
あ
り
、

プ
ラ
エ
ト
ー
リ
ウ
ム

ガ
ル
ソ
ニ
エ
ラ

　
　
　
当
然
１
戸
建
て
は
１
０
０
金
貨
以
上
か
ら
が
ほ
と
ん
ど
。

　
　
　
宿
で
の
１
泊
は
３
～
５
銀
貨
高
級
宿
は
１
０
銀
貨
以
上
か
ら
。

　
　
　
連
れ
込
み
宿
は
一
律
１
０
銀
貨
で
す
（
一
部
屋
辺
り
の
金
額
の
た
め
）

ラ
ブ
ホ

　
　
　
外
食
で
の
一
食
は
１
０
～
１
０
０
銅
貨
（
１
銀
貨
）
、
お
菓
子
は
１
～

５
０
銅
貨
が
ほ
と
ん
ど
。

　
　
　
超
高
級
菓
子
だ
と
た
ま
に
そ
れ
以
上
し
ま
す
。

　
　
　
一
日
の
食
費
と
し
て
は
一
人
当
り
２
０
～
５
０
銅
貨
が
平
均
（
４
人
だ

と
８
０
～
２
０
０
銅
貨

　
　
　
（
２
銀
貨
）
）
１
ヶ
月
４
人
で
２
４
０
０
～
６
０
０
０
銅
貨
（
２
４
～

６
０
銀
貨
（
も
ち
ろ
ん
一
人
だ
と

　
　
　
６
０
０
～
１
５
０
０
銅
貨
（
６
～
１
５
銀
貨
）
）

　
　
　
光
熱
費
は
１
ヶ
月
一
律
５
銀
貨

　
　
　
食
費
と
光
熱
費
だ
け
で
１
人
１
ヶ
月
１
１
～
２
０
銀
貨
必
要
。

　
　
　
家
は
凡
そ
２
０
年
の
耐
久
な
の
で
１
晶
貨
の
家
を
購
入
す
る
と
、
１
年

当
た
り
５
金
貨

　
　
　
（
月
平
均
４
１
．
７
銀
貨
）
必
要
に
な
る
（
５
０
～
１
５
０
金
貨
／
２

０
年
：
２
０
．
９
～
６
２
．
５
銀
貨
／
月
）

　
　
　
食
費
・
光
熱
費
・
家
賃
（
１
晶
貨
の
家
）
で
５
２
．
７
～
６
１
．
７
銀

貨
／
月
が
必
要
と
な
る
。

　
　
　
平
均
的
な
市
民
の
１
ヶ
月
の
収
入
は
１
金
貨
～
１
．
５
金
貨
程
度

　
　
　
ち
な
み
に
宿
屋
に
３
０
日
間
泊
る
と
４
５
～
７
５
銀
貨
必
要
と
な
る
（

こ
れ
は
２
週
以
上
泊
る
と
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半
額
に
す
る
決
ま
り
が
あ
る
た
め
）
だ
が
、
毎
食
食
事
つ
き
で
あ
る

　
　
　
（
た
だ
し
飲
み
物
は
食
事
時
以
外
は
有
料
）
。

　
　
　
都
市
に
市
民
権
を
持
て
ば
家
を
購
入
す
る
こ
と
が
可
能
。

　
　
　
市
民
権
は
当
人
の
み
に
与
え
ら
れ
、
犯
罪
歴
が
な
い
こ
と
が
条
件
と
な

る
。

　
　
　
市
民
権
登
録
手
続
き
に
１
金
貨
必
要
。

　
　
　
尚
、
市
民
権
を
得
る
と
市
税
が
発
生
す
る
（
全
収
入
の
１
割
）
が
、
１

８
歳
（
成
人
）
以
降

　
　
　
市
民
権
が
な
い
と
あ
ま
り
ま
と
も
な
所
で
は
働
け
な
く
な
る
。

　
　
　
６
０
歳
を
過
ぎ
る
と
市
税
は
発
生
せ
ず
、
自
宅
で
そ
の
ま
ま
過
ご
す
か

養
老
院

ザ
ゥ
フ
ァ
テ
ィ
リ
ゥ
ム

　
　
　
に
行
く
こ
と
を
選
択
で
き
る
。

　
　
　
死
ん
だ
場
合
は
墓
地
に
葬
ら
れ
る
。

セ
プ
ル
ク
ル
ム
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設
定
集
?

皇
帝
の
す
ぐ
下
に
行
政
府
・
近
衛
隊
・
教
皇
庁
が
あ
り
ま
す
。

大
ま
か
な
省
庁
の
振
り
分
け

近
衛
隊
：

皇
帝
直
属
の
軍
で
皇
族
・
皇
宮
の
警
備
を
担
当
。
戦
時
下
は
皇
帝
を
守
る
最
終

的
な
盾
の
役
割
。

教
皇
庁
：

司
教
院
・
法
典
院
の
２
つ

司
教
院
の
下
に
大
神
殿
・
異
端
査
問
庁
・
神
護
兵
・
神
学
校

大
神
殿
の
下
に
地
方
神
殿
が
あ
る

特
に
国
教
は
な
い
が
、
大
神
殿
・
地
方
神
殿
は
救
貧
院
を
か
ね
て
お
り
各
都
市

に
配
置
さ
れ
る

又
、
各
宗
教
で
定
め
ら
れ
た
教
典
を
大
幅
に
逸
脱
す
る
と
査
問
庁
が
動
く

法
典
院
に
は
各
宗
教
の
教
典
の
写
し
が
あ
り
、
各
宗
教
の
本
山
と
密
接
に
つ
な

が
っ
て
い
る

神
学
校
は
神
官
と
神
護
兵
を
養
成
す
る
機
関

行
政
府
：

文
務
・
法
務
・
保
健
衛
生
・
産
務
・
内
務
・
外
務
・
軍
務
省
）
の
７
省
１
８
庁
。

７
省
庁
の
長
官
と
貴
族
か
ら
輩
出
さ
れ
る
７
卿
（
そ
れ
ぞ
れ
各
省
庁
に
対
応
）

及
び
そ
れ
を
纏
め
る
宰
相
の
１
５
人
が
文
官
の
ト
ッ
プ
。

文
務
省
は
文
化
庁
と
科
技
庁
の
２
庁

　
文
化
庁
は
初
等
教
育
局
と
高
等
教
育
局
の
２
つ
が
あ
り

　
初
等
教
育
局
が
小
学
、
高
等
教
育
局
が
大
学
と
果
て
の
学
舎
を
纏
め
る

　
科
技
庁
は
技
術
研
究
局
が
あ
る
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法
務
省
司
法
庁
と
警
察
庁
の
２
庁

　
司
法
庁
で
刑
務
局
と
裁
判
所

　
警
察
庁
で
首
都
警
備
隊
と
辺
境
警
備
隊

　
警
備
隊
は
日
本
で
言
う
警
察
の
よ
う
な
も
の
で
都
市
の
警
備
・
治
安
維
持
を

行
う

　
首
都
と
辺
境
に
差
は
な
い

保
健
衛
生
省
は
環
境
衛
生
庁
と
保
健
庁
の
２
庁

　
環
境
衛
生
庁
で
水
道
局
、
気
象
局
、
検
疫
局
の
３
つ
が
あ
り

　
水
道
局
で
上
水
道
と
下
水
道
を
管
理
し
て
い
る

　
保
健
庁
は
医
政
局
を
持
ち
さ
ら
に
薬
事
課
・
看
護
課
・
医
事
課
に
分
か
れ
る

　
免
許
の
発
行
・
取
り
消
し
等
、
医
師
・
薬
師
・
看
護
師
を
纏
め
て
い
る
。

産
務
省
は
商
務
庁
、
労
働
庁
、
水
産
庁
、
林
野
庁
の
４
庁

　
商
務
庁
の
中
に
特
許
局
が
あ
り
、
商
品
の
特
許
を
と
る
と
２
年
は
同
じ
も
の

を
作
れ
な
い
為

　
発
明
者
を
保
護
す
る

　
労
働
庁
は
雇
用
局
を
有
し
、
ギ
ル
ド
を
管
理
す
る

　
水
産
庁
は
資
源
管
理
局
を
有
し
、
主
に
河
川
・
海
で
の
資
源
を
管
理

　
林
野
庁
は
森
林
管
理
局
を
有
し
、
主
に
山
・
森
・
林
・
谷
で
の
資
源
を
管
理

内
務
省
は
自
治
政
庁
、
財
務
庁
、
宮
内
庁
、
郵
政
庁
の
４
庁

　
自
治
政
庁
は
領
地
局
を
有
し
、
貴
族
及
び
領
民
の
領
地
を
監
督
す
る

　
財
務
庁
は
財
務
局
、
国
税
局
、
関
税
局
の
３
つ
が
あ
り

　
財
務
局
で
国
（
皇
族
と
行
政
）
の
財
務
運
営

　
国
税
局
で
国
民
（
貴
族
・
領
民
）
の
税
金
を
監
督
す
る

　
関
税
局
は
他
国
と
の
輸
入
や
輸
出
品
へ
の
税
金
の
監
督
す
る

　
宮
内
庁
は
東
宮
局
、
書
陵
局
、
式
部
局
に
別
れ
、

　
主
に
皇
族
の
身
の
回
り
の
世
話
や
国
史
の
保
管
及
び
典
礼
祭
祀
を
管
理
す
る

　
郵
政
庁
は
通
信
局
と
情
報
局
が
あ
る
。

　
情
報
局
で
は
各
都
市
か
ら
の
情
報
を
集
め
た
り
、
触
れ
を
出
す

外
務
省
は
領
事
庁
と
外
政
庁
の
２
庁

　
領
事
庁
は
大
使
局
を
有
し
、
各
国
の
大
使
館
運
営
を
行
う
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外
政
庁
は
情
報
局
は
国
際
局
を
有
し
他
国
で
の
情
報
把
握
や
数
カ
国
間
に
わ

た
る

　
橋
渡
し
役
な
ど
を
行
う

軍
務
省
は
消
防
庁
、
統
合
幕
僚
庁
の
２
庁

　
消
防
庁
は
火
災
等
の
被
害
に
対
応
す
る
消
防
庁
と
そ
の
他
の
災
害
に
対
応
す
る

　
災
害
対
策
局
が
あ
る

　
統
合
幕
僚
庁
は
航
空
幕
僚
幹
部
局
、
陸
上
幕
僚
幹
部
局
、
海
上
幕
僚
幹
部
局
、

情
報
本
部
局
を
有
す
る

　
軍
事
の
要
で
あ
る
が
、
戦
時
下
で
な
け
れ
ば
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
（
と
い

う
か
訓
練
し
か
し
て
い
な
い
）

　
近
衛
隊
以
外
の
全
て
の
軍
人
を
監
督
し
て
い
る
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設
定
集
?
（
後
書
き
）

だ
ら
だ
ら
と
す
み
ま
せ
ん
（
汗
）



15

設
定
集
?

移
動
手
段
：

徒
歩
・
騎
馬
・
騎
竜
・
飛
竜
の
４
つ
。

馬
は
１
頭
、
竜
は
１
機
で
数
え
る
。

竜
車
、
馬
車
等
は
竜
や
馬
が
疲
労
し
や
す
い
た
め
１
～
２
日
余
分
に
か
か
る
。

１
日
で
行
け
る
距
離
：

飛
竜
＝
２
０
０
０
キ
ル
（
た
だ
し
国
を
跨
げ
な
い
、
各
国
首
都
上
空
は
滑
空
で

き
な
い
と
い
う
制
約
が
あ
る
）

騎
竜
＝
２
５
０
～
３
５
０
キ
ル
（
性
能
が
よ
く
、
無
理
を
さ
せ
る
と
４
５
０
キ

ル
程
）

騎
馬
＝
１
５
０
キ
ル

徒
歩
＝
５
０
～
６
０
キ
ル

平
均
売
価
：

騎
馬
＝
２
０
～
３
０
金
貨

騎
竜
＝
１
～
２
晶
貨

飛
竜
＝
購
入
は
出
来
ず
、
１
区
間
１
人
辺
り
５
０
金
貨
（
一
律
）

例
）
シ
ャ
ス
タ
ス
ル
ー
シ
ュ
皇
国
か
ら
ア
ル
メ
ィ
ダ
ま
で
は
間
に
二
国
が
あ
る

た
め
、

　
　
徒
歩
で
Ａ
国
に
入
り
飛
竜
で
移
動
し
国
境
で
降
り
る

　
　
徒
歩
で
Ｂ
国
に
入
り
飛
竜
で
移
動
し
国
境
で
降
り
る

　
　
徒
歩
で
ア
ル
メ
ィ
ダ
に
入
り
首
都
の
手
前
で
降
り
る

　
　
計
三
回
必
要
。
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単
位
：

ｋ
ｍ
＝
キ
ル

ｍ
　
＝
メ
ル

ｃ
ｍ
＝
セ
ル

ｍ
ｍ
＝
ミ
ル

ｋ
ｇ
＝
キ
グ

ｇ
　
＝
ル
グ

ｍ
ｇ
＝
ミ
グ
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人
物
紹
介
?

ハ
ロ
ル
ド
・
Ｋ
・
ウ
ィ
ラ
ウ
ス
・
ヴ
ァ
イ
セ
ェ
ス
リ
ヒ
ト

　
愛
称
ハ
ル
（
Ｈ
ａ
ｌ
）

日
本
名
：
篠
宮
　
遥
陽
　
　
愛
称
ハ
ル

し
の
み
や

は
る
ひ

年
齢
：
１
２
歳
（
転
生
時
１
０
歳
）

性
別
：
男

髪
　
：
白
銀
色
（
以
前
は
漆
黒
だ
っ
た
が
、
毒
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
際
に
色

が
抜
け
落
ち
た
）

眼
　
：
深
緑
色

身
長
：
１
６
４
ｃ
ｍ

体
重
：
５
２
ｋ
ｇ

家
族
：
父
）
ジ
ェ
イ
ド
前
皇
太
子
（
２
歳
の
と
き
に
死
亡
）

　
　
　
　
母
）
リ
ア
ナ
妃
（
出
産
時
に
死
亡
）

　
　
　
　
叔
父
）
シ
リ
ル
（
現
皇
帝
）

　
　
　
　
叔
父
）
レ
イ
ア
ス
（
皇
弟
）

性
格
：
明
る
く
、
好
奇
心
旺
盛

特
技
：
片
手
剣
、
真
術

そ
の
他
：
毒
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
後
遺
症
で
左
足
が
若
干
不
自
由
だ
が
、
気

を
つ
け
な
け
れ
ば

　
　
　
　
見
落
と
す
程
度
。
右
（
利
き
足
）
は
努
力
で
治
し
た
。

　
　
　
　
シ
ャ
ス
タ
ス
ル
ー
シ
ュ
皇
国
現
皇
位
継
承
権
第
一
位
保
持
者
。
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人
物
紹
介
?

ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ド
・
ヴ
ァ
ス
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
・
シ
ュ
タ
イ
フ
ェ
・
ブ
リ
ー
ゼ

　
愛
称
フ
ィ
ー
デ
ィ
ー
（
ハ
ロ
ル
ド
の
み
）
、
ジ
ー
ク

年
齢
：
３
０
歳

性
別
：
男

髪
　
：
漆
黒

眼
　
：
漆
黒
 

身
長
：
１
８
５
ｃ
ｍ

体
重
：
６
８
ｋ
ｇ

家
族
：
父
）
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
前
大
神
官
（
現
在
辺
境
で
隠
居
生
活
満
喫
中
）

　
　
　
　
母
）
不
明

性
格
：
冷
静
沈
着
（
仲
が
悪
い
た
め
シ
リ
ル
（
皇
帝
）
と
話
す
と
き
だ
け
は
激

昂
す
る
こ
と
が
多
い
）

特
技
：
薬
学
、
細
身
剣
（
た
だ
し
、
他
の
武
器
も
一
通
り
他
の
護
衛
官
よ
り
上

で
あ
る
）

そ
の
他
：
現
皇
帝
（
及
び
、
前
皇
太
子
）
の
学
友
で
、
ハ
ル
の
護
衛
武
官
兼
教

育
係
。

　
　
　
　
シ
リ
ル
と
は
犬
猿
の
仲
。
護
衛
武
官
に
な
る
前
は
神
殿
付
き
の
薬
学

博
士
だ
っ
た
。
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人
物
紹
介
?

シ
リ
ル
・
ホ
デ
ィ
ア
レ
ー
ン
・
Ａ
・
ヴ
ォ
ー
ル
ク
・
ヴ
ァ
イ
セ
ェ
ス
リ
ヒ
ト

年
齢
：
３
０
歳

性
別
：
男

髪
　
：
漆
黒

眼
　
：
暗
灰
色

身
長
：
１
８
８
．
５
ｃ
ｍ

体
重
：
７
２
ｋ
ｇ

家
族
：
父
）
ル
デ
ィ
ナ
ー
ジ
ャ
前
皇
帝
（
死
亡
）

　
　
　
　
母
）
正
妃
ヴ
ィ
ラ
（
死
亡
）

　
　
　
　
兄
）
ジ
ェ
イ
ド
前
皇
太
子
（
死
亡
）

　
　
　
　
弟
）
レ
イ
ア
ス
（
皇
弟
）

　
　
　
　
甥
）
ハ
ロ
ル
ド
（
ハ
ル
）
（
現
皇
位
継
承
権
第
一
保
持
者
）

性
格
：
明
る
く
、
お
お
ら
か
（
た
だ
し
、
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ド
と
は
犬
猿
の
仲
）

特
技
：
大
剣
及
び
ロ
ン
グ
ス
ピ
ア

そ
の
他
：
シ
ャ
ス
タ
ス
ル
ー
シ
ュ
皇
国
皇
帝
。

ジ
ェ
イ
ド
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
嫌
々
な
が
ら
に
皇
位
を
継
承
し
た
。
い
ず
れ

ハ
ル
に
皇
統

を
継
い
で
貰
う
た
め
、
婚
姻
に
は
興
味
が
な
い
。
学
友
だ
っ
た
大
神
官
（
前
・

現
含
む
）
と
馬
が

合
う
の
か
、
よ
く
一
緒
に
い
る
。
ジ
ー
ク
を
嫌
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
力
は

認
め
て
お
り
、

即
位
時
薬
学
博
士
だ
っ
た
ジ
ー
ク
を
無
理
や
り
護
衛
武
官
に
任
命
し
た
。
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人
物
紹
介
?

リ
ュ
シ
ア
ス
・
Ｃ
・
ダ
ー
テ
ィ
ア
ル
（
愛
称
リ
ュ
ー
、
リ
ィ
）

年
齢
：
３
３
歳

性
別
：
男

髪
　
：
白
銀
色

眼
　
：
ア
イ
ス
ブ
ル
ー

身
長
：
１
８
３
ｃ
ｍ

体
重
：
Ｕ
Ｎ
Ｋ
Ｎ
Ｏ
Ｗ
Ｎ

家
族
：
妻
）
ヘ
レ
ン
　
息
子
）
レ
ナ
ー
ド
　
娘
）
ル
ィ
ー
ゼ

性
格
：
深
慮
遠
謀

特
技
：
速
読
、
人
並
み
は
ず
れ
た
記
憶
力

そ
の
他
：
 

現
皇
帝
の
又
従
兄
弟
（
祖
母
が
皇
族
で
降
嫁
し
た
）
で
ハ
ロ
ル
ド
に

強
請
ら
れ
る
と
つ
い
つ
い
許
可
す
る
が
、
基
本
的
に
優
秀
な
宰
相
。

ダ
ー
テ
ィ
ア
ル
侯
爵
家
当
主
。

愛
妻
家
で
子
煩
悩
な
一
面
あ
り
。
（
１
７
歳
で
レ
ナ
ー
ド
と
ル
ィ
ー
ゼ
の
父
に

な
っ
た
）
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人
物
紹
介
?

カ
ー
テ
ィ
ス
・
エ
セ
ル
ギ
ア
・
Ｄ
・
フ
ァ
レ
ル
（
愛
称
カ
ー
ト
）

年
齢
：
６
２
歳

性
別
：
男

髪
　
：
暗
褐
色

眼
　
：
ラ
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
色

身
長
：
１
７
５
ｃ
ｍ

体
重
：
Ｕ
Ｎ
Ｋ
Ｎ
Ｏ
Ｗ
Ｎ

家
族
：
孫
息
子
）
リ
ー
ル
（
死
亡
）

性
格
：
穏
や
か

特
技
：
植
物
の
活
性
化
・
成
長
促
進

そ
の
他
：
フ
ァ
レ
ル
子
爵
家
当
主
。

　
　
　
　
孫
息
子
を
人
質
に
取
ら
れ
て
仕
方
な
く
ハ
ロ
ル
ド
に
使
わ
れ
た
毒
を

作
っ
た
人
物
。

　
　
　
　
ハ
ロ
ル
ド
に
忠
誠
を
誓
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
と
て
も
美
味
し
い
お
茶
を
入
れ
る
こ
と
が
出
来
、
趣
味
の
庭
弄
り
で
も

　
　
　
　
「
緑
の
癒
し
」
と
呼
ば
れ
る
指
を
持
ち
、
成
長
が
２
～
３
倍
、
丈
夫
な

　
　
　
　
植
物
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
三
章
で
呪
い
の
腕
輪
が
付
い
た
為
見
た
目
は
１
２
～
１
４
歳
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
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人
物
紹
介
?
（
後
書
き
）

訂
正
：
毒
を
盛
っ
た
⇒
毒
を
作
っ
た
。

直
接
的
に
で
は
な
く
作
っ
た
だ
け
に
し
ま
し
た
。
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人
物
紹
介
?

ル
イ
ス

愛
称
：
ル
ー

以
前
は
デ
ア
＝
ヴ
ァ
ヘ
ツ
＝
ル
ウ
ェ
リ
ン
（
真
理
の
統
治
者
）
と
呼
ば
れ
て
い

た
。

年
齢
：
３
１
歳
（
推
定
。
実
は
真
族
の
た
め
、
年
齢
は
人
の
１
０
０
～
１
０
０

０
倍
近
く
は
有
る
）

性
別
：
男
（
た
だ
し
、
月
の
内
５
日
ほ
ど
有
る
変
体
期
に
女
性
に
な
り
た
い
と

思
え
ば
性
別
を
変
化
さ
せ

る
こ
と
が
可
能
）

髪
　
：
鳶
色

眼
　
：
暗
褐
色

身
長
：
１
７
８
ｃ
ｍ

体
重
：
６
５
ｋ
ｇ

家
族
：
Ｕ
Ｎ
Ｋ
Ｎ
Ｏ
Ｗ
Ｎ

性
格
：
穏
や
か
に
見
え
て
策
謀
家
と
い
う
一
面
あ
り

特
技
：
暗
器
（
隠
し
持
つ
武
器
）
・
真
術

そ
の
他
：
森
で
微
睡
ん
で
い
た
（
２
～
３
０
０
年
ほ
ど
）
が
、
た
ま
た
ま
訪
れ

ま
ど
ろ

た
ア
ル
デ
ィ
ア
が
後
継
者
を

　
　
　
　
探
し
て
い
た
た
め
気
軽
に
引
き
受
け
た
。
シ
リ
ル
現
皇
帝
と
気
が
合

う
の
だ
が
、
周
囲
の
者

　
　
　
　
か
ら
は
シ
リ
ル
の
困
っ
た
行
動
の
た
め
に
た
び
た
び
皇
城
に
よ
く
呼

び
出
さ
れ
、
タ
ズ
ナ
を

　
　
　
　
と
ら
さ
れ
て
い
る
。
（
大
聖
堂
よ
り
も
皇
城
に
い
る
こ
と
が
多
い
）

三
章
時
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

　
　
　
　
休
暇
中
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徐
々
に
追
加
予
定
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Ｐ
Ｄ
Ｆ
小
説
ネ
ッ
ト
（
現
、
タ
テ
書
き
小
説
ネ
ッ
ト
）
は
２
０
０
７
年
、
ル

ビ
対
応
の
縦
書
き
小
説
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
配
布
す
る
と
い
う
目
的
の
基
、

小
説
家
に
な
ろ
う
の
子
サ
イ
ト
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
ケ
ー
タ
イ
小
説
が
流

行
し
、
最
近
で
は
横
書
き
の
書
籍
も
誕
生
し
て
お
り
、
既
存
書
籍
の
電
子
出
版

な
ど
一
部
を
除
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
＝
横
書
き
と
い
う
考
え
が
定
着
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
誰
も
が
簡
単
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
の
小
説
を
作
成
、

公
開
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
が
こ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
小
説
ネ
ッ
ト
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
発
の
縦
書
き
小
説
を
思
う
存
分
、
堪
能
し
て
く
だ
さ
い
。

た
ん
の
う

異世界ライフはさぁ大変　【設定】
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